
●問い合わせ　自転車推進課（東庁舎4階　☎34－3245 ｆ34－3202）

自転車の交通ルール再確認を
“自転車活用先進都市”を目指して

　
自
転
車
も
、
自
動
車
や
バ
イ
ク

と
同
じ
「
車
両
」
で
す
。
そ
の
た

め
、
車
道
で
は
左
側
を
走
行
し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
自
転
車
レ

ー
ン
が
あ
る
場
所
も
「
左
側
通

行
」
で
す
。

自
転
車
は
「
左
側
通
行
」

　
自
転
車
事
故
の
多
く
は
、
交
差

点
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
「
一
時
停
止
」の
標
識
の
あ
る
場

所
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
標
識
が

な
く
て
も
、
見
通
し
の
悪
い
交
差

点
で
は
、
必
ず
徐
行
し
、
左
右
の

安
全
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

必
ず
「
一
旦
停
止
」

　
長
野
県
で
は
令
和
元
年
10
月
か

ら
、
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
な
ど

へ
の
加
入
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
自
転
車
で
交
通
事
故
を
起
こ
し
、

相
手
に
怪
我
を
負
わ
せ
て
し
ま
っ

た
場
合
、
多
額
の
損
害
賠
償
が
生

じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
必
ず
自
転

車
保
険
に
加
入
し

ま
し
ょ
う
。

「
自
転
車
保
険
」
へ
の

加
入
は
義
務

　
近
年
、
市
郊
外
の
自
転
車
や
バ

イ
ク
の
走
行
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

自
然
散
策
ル
ー
ト
や
遊
歩
道
な
ど

を
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
等
で
走
行

し
、
歩
行
者
と
接
触
し
そ
う
に
な

る
事
案
や
、
遊
歩
道
の
損
壊
が
発

生
し
て
い
ま
す
（
写
真
参
照
）。

　
自
転
車
等
の
立
ち
入
り
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
遊
歩
道
等
は
絶
対
に

自
転
車
等
で
走
行
し
な
い
で
く
だ

さ
い
。

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
等
の

乗
り
入
れ
禁
止

◀矢羽根が標示されている場合は、
　矢羽根上を走行しましょう。

詳細は市ホー
ムページへ

　令和2年中、市内で発生した自転車事故は146件と、依然として人身交通事故の約2割を占めています。
　自転車事故の原因は、自転車側のルール違反も少なくありません。自転車の交通ルールを守り、安全な運
転を心掛けましょう。また、自転車に乗る際はヘルメットをかぶるなど、万が一の交通事故に備えましょう。

令和２年に市内で発生した自転車事故は他市町村の約1.5倍！
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